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本
書
は
平
成
二
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
北
関
東
の
戦
国
時
代
』（
高
志
書
院
）に
続
く
、
北
関
東
の
中
世
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
集
の
第

二
弾
で
あ
る
。
前
回
は
平
成
二
十
三
年
に
北
関
東
三
県
の
県
立
博
物
館
が
共
同
で
開
催
し
た
「
北
関
東
三
館
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
成

果
報
告
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、
平
成
三
十
年
に
同
じ
三
館
が
三
回
連
続
で
開
催
し
た
、
同
名
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
報
告
と
し
て
上
梓

す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
『
中
世
の
北
関
東
と
京
都
』
は
、
こ
の
三
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。

　
さ
て
、『
類
聚
三
代
格
』
所
収
の
昌
泰
三
年（
九
○
○
）九
月
十
九
日
の
太
政
官
符
は
、
坂
東
に
お
け
る
「
僦
馬
の
党
」
の
活
動
と
、
そ

れ
に
対
す
る
朝
廷
の
対
応
を
知
る
史
料
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
僦
馬
の
党
と
は
、
駄
馬
を
略
奪
し
、
そ
の
駄
馬
を
使
っ
て
東
山
道
と
東
海

道
の
間
を
交
易
し
て
財
を
な
し
た
群
盗
勢
力
で
あ
っ
た
。
国
司
が
追
捕
し
よ
う
と
し
て
も
、
僦
馬
の
党
は
国
境
を
越
え
て
逃
げ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
朝
廷
は
上
野
国
の
碓
氷
坂
と
相
模
国
の
足
柄
坂
の
二
箇
所
に
関
を
置
き
、
こ
れ
を
取
り
締
ま
る
よ
う
こ
の
官
符
で
国
司
に
命
じ

た
の
で
あ
る
。
両
坂
に
関
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
坂
東
」
に
代
わ
り
、
以
後
「
関
東
」
の
語
が
定
着
し
て
い
く
。
ま
た
、
僦
馬

の
党
が
道
と
い
う
行
政
区
分
を
ま
た
い
で
活
動
し
た
こ
と
で
、
両
道
八
カ
国
の
地
域
的
一
体
化
が
促
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
「
関

東
」
は
、
令
制
の
枠
組
み
を
越
え
た
独
自
・
固
有
の
地
域
概
念
と
し
て
、
列
島
史
の
一
角
を
構
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
筆
者
は
こ
の
九
世
紀
末
の
坂
東
の
実
情
と
京
都
の
対
応
が
、
関
東
中
世
史
の
特
質
を
規
定
す
る
基
盤
的
条
件
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
。
つ
ま
り
、
関
東
が
東
山
道（
山
辺
）と
東
海
道（
海
辺
）と
い
う
異
な
る
二
つ
の
行
政
区
の
融
合
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
で

あ
る
が
ゆ
え
に
京
都
と
交
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
二
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル（
道
路
）を
持
っ
た
こ
と
、
そ
の
二
点
で
あ
る
。
九
世
紀
末
か
ら
十
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世
紀
初
頭
の
僦
馬
の
党
の
活
動
は
、
武
士
成
立
史
に
お
い
て
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
て
き
た
事
象
で
あ
る
が
、
関
東
と
い
う
地
域
形
成
史
に

と
っ
て
も
大
き
な
画
期
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
中
世
の
北
関
東
」
と
は
言
っ
て
も
、「
関
東
の
北
の
方
の
中
世
史
」
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

北
関
東
三
県
の
領
域
は
、
歴
史
的
に
は
東
海
道
の
常
陸
と
下
総
北
部
、
東
山
道
の
上
野
と
下
野
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
、
北
関
東
も
関
東

全
体
と
同
様
、東
山
道（
山
辺
）と
東
海
道（
海
辺
）と
い
う
異
な
る
二
つ
の
行
政
区
、も
し
く
は
地
域
で
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
を
地
域
と
し
て
の
「
北
関
東
」
理
解
の
前
提
条
件
と
捉
え
れ
ば
、
京
都
と
の
関
係
性
の
観
点
か
ら
、
中
世
北
関
東
の
特
殊
性
へ

の
理
解
を
深
化
さ
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
北
関
東
自
体
が
一
様
で
な
い
こ
と
も
、
や
は
り
京
都
と
の
関
係
性
に
お
い

て
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
点
が
本
書
の
問
題
視
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ね
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
各
論
者
は
上

野
・
下
野
・
常
陸
各
国
の
立
場
と
時
代（
平
安
・
室
町
・
戦
国
）を
ま
ず
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
か
ら
京
都
と
の

関
係
性
を
論
じ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
の
部
構
成
と
、
各
部
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
部
「
北
関
東
の
武
士
・
荘
園
と
平
安
王
朝
」
は
、第
三
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
世
東
国
武
士
の
成
立
を
さ
ぐ
る
」（
十
一
月
二
十
四
日
、

栃
木
県
立
博
物
館
）の
成
果
と
そ
の
関
連
論
考
で
あ
る
。
武
士
と
荘
園
と
い
う
中
世
社
会
を
構
成
す
る
二
つ
の
要
素
の
成
立
を
、
中
央
と
地

方
の
視
点
で
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
か
つ
て
は
地
方
の
側
に
重
心
を
置
い
た
議
論
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
例
え
ば

武
士
の
成
立
に
関
し
て
言
え
ば
、
武
士
の
職
能
を
支
え
る
武
芸
の
成
立
と
継
承
の
契
機
、
武
士
の
本
拠
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
め
ぐ
る
議
論

な
ど
に
お
い
て
、
中
央
主
導
の
視
点
、
あ
る
い
は
中
央
と
地
方
の
相
互
交
流（
都
鄙
間
交
流
）の
視
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
荘
園

の
成
立
に
関
し
て
は
、
在
地
領
主
の
開
発
・
寄
進
よ
り
も
、
中
央
権
門
と
王
権
に
よ
る
立
荘
手
続
き
を
契
機
と
捉
え
る
立
荘
論
な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。
で
は
、
北
関
東
地
域
は
京
都
と
の
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
中
で
、
中
世
社
会
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
下
野
国
で
は
、
藤
原
秀
郷
流
武
士
団
の
成
立
、
及
び
鎌
倉
幕
府
草
創
期
に
正
当
な
武
芸
と
評
価
さ
れ
て
い
た
秀
郷
流
故
実
の
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成
立
契
機
に
関
し
て
、
都
鄙
間
交
流
の
視
点
か
ら
再
検
討
す
る
。
常
陸
国
で
は
、
常
陸
平
氏
の
成
立
と
展
開
を
、
留
住
貴
族
を
め
ぐ
る
都

鄙
間
交
流
、
さ
ら
に
伊
勢
平
氏
へ
の
継
承
を
見
据
え
て
再
構
築
す
る
。
上
野
国
で
は
、
浅
間
火
山
災
害
か
ら
の
復
興
が
契
機
と
な
っ
た
と

さ
れ
て
き
た
北
関
東
の
荘
園
成
立
に
関
し
て
再
検
討
を
試
み
る
。
こ
こ
で
は
、
野
口
実
、
山
本
享
史
、
飛
田
英
世
の
各
氏
と
簗
瀬
大
輔
が

報
告
す
る
。

　
第
二
部
「
北
関
東
の
国
主
と
京
・
鎌
倉
両
公
方
」
は
、
第
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
南
北
朝
・
室
町
期
の
北
関
東
と
京
・
鎌
倉
」（
九
月

八
日
、
茨
城
県
立
歴
史
館
）に
お
け
る
成
果
と
そ
の
関
連
論
考
で
あ
る
。
十
四
世
紀
前
半
に
起
き
た
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
、
建
武
政
権
の
瓦
解
、

観
応
の
擾
乱
な
ど
、
相
次
ぐ
内
乱
状
況
の
中
で
、
武
家
社
会
は
京
・
鎌
倉
の
両
公
方
を
軸
と
す
る
新
た
な
政
治
体
制
を
構
築
し
た
。
し
か

し
、
政
治
的
流
動
化
を
完
全
に
は
収
束
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
京
・
鎌
倉
両
公
方
自
体
が
新
た
な
対
立
軸
、
紛
争
の
火
種
へ
と
変
貌
し

て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
中
で
、
北
関
東
諸
国
の
国
主（
国
司
・
守
護
）の
政
治
性
を
京
・
鎌
倉
と
の
関
係
性
の
中
で
探
る
。

　
上
野
国
に
関
し
て
は
、
本
来
京
都
を
拠
点
と
し
た
上
杉
氏
が
守
護
と
な
り
、
さ
ら
に
関
東
管
領
と
し
て
鎌
倉
府
に
お
い
て
重
き
を
な
し

た
。
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
な
お
京
都
と
の
結
び
付
き
が
強
い
上
杉
氏
が
、
こ
の
時
代
の
北
関
東
情
勢
に
ど
の
よ
う
な
影
響
力
を
も
つ
の

か
を
問
う
。
下
野
国
は
京
・
鎌
倉
両
公
方
と
な
っ
た
足
利
氏
発
祥
の
地
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
は
国
主
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
小
山
氏
と
宇

都
宮
が
抗
争
し
た
。
そ
し
て
、
両
氏
が
公
方
足
利
氏
と
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
構
築
し
て
い
く
か
が
焦
点
と
な
る
。
常
陸
国
は
北
朝
方
の

佐
竹
氏
の
在
京
活
動
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
南
朝
方
の
小
田
氏
と
の
関
係
性
を
相
対
化
し
、
再
検
討
の
土
俵
に
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
清
水
亮
、
寺
﨑
理
香
、
佐
久
間
弘
行
、
森
田
真
一
の
各
氏
が
報
告
す
る
。

　
第
三
部
「
北
関
東
の
大
名
・
国
衆
と
織
田
政
権
」
は
、
第
一
回（
群
馬
）シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
織
田
政
権
と
北
関
東
」（
五
月
六
日
、
群
馬
県

立
歴
史
博
物
館
）の
成
果
と
そ
の
関
連
論
考
で
あ
る
。
天
正
十
年（
一
五
八
二
）、
織
田
氏
が
武
田
氏
を
滅
ぼ
し
て
上
野
国
に
侵
入
し
、「
東

国
御
一
統
」
を
号
令
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
関
東
の
大
名
・
国
衆
は
内
向
的
な
抗
争
に
終
始
し
て
い
た
が
、
そ
の
抗
争
の
継
続
を
畿
内（
天
下
）

権
力
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
し
て
直
接
的
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
織
田
氏
に
よ
る
関
東
の
惣
無
事
は
、
信
長
の
死
に
よ
っ
て
わ
ず
か
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三
か
月
で
終
止
符
が
打
た
れ
た
が
、
そ
れ
か
ら
四
年
後
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
惣
無
事
、
さ
ら
に
そ
の
四
年
後
の
小
田
原
北
条
氏
の
滅
亡
に

よ
っ
て
、
段
階
的
に
そ
れ
が
達
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
捉
え
る
と
き
、
天
正
十
年
の
織
田
氏
の
北
関
東
駐
留
は
実
に
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た

と
再
認
識
で
き
る
。
そ
の
時
、
北
関
東
諸
勢
力
が
織
田
氏
と
い
か
な
る
関
係
性
を
も
っ
た
の
か
、
ま
た
北
関
東
三
国
の
そ
れ
ぞ
れ
で
ど
の

よ
う
な
政
治
的
関
係
性
の
相
違
が
見
ら
れ
る
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
整
理
す
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
終
末
期
北
条
氏
の
八
年
間
を
理
解

す
る
上
で
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
世
最
末
期
の
京
都
と
北
関
東
が
惣
無
事
と
い
う
政
治
思
想
を
介
し
て
結
ば
れ
た
こ
と
の

意
味
を
探
る
。

　
こ
の
時
の
上
野
国
は
、
武
田
氏
遺
領
と
し
て
織
田
氏
が
直
接
領
有
し
、
重
臣
滝
川
一
益
が
厩
橋
に
拠
点
を
置
き
、
上
野
国
衆
を
そ
の
統

制
下
に
置
い
た
。
そ
の
点
で
、
北
関
東
に
お
い
て
特
殊
な
位
置
に
あ
っ
た
。
下
野
国
で
は
、
反
北
条
氏
の
主
軸
を
担
う
宇
都
宮
・
那
須
氏

が
、
織
田
氏
の
「
東
国
御
一
統
」
を
ど
う
見
た
の
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
北
関
東
で
最
も
早
く
織
田
氏
と
接
触
し
て
い
た

の
は
、
反
北
条
氏
の
急
先
鋒
が
割
拠
す
る
常
陸
国
の
勢
力
で
あ
っ
た
。
織
田
氏
の
撤
退
後
、
厩
橋
の
毛
利
北
条
氏
と
沼
田
の
真
田
氏
を
除

き
、
国
衆
が
ほ
ぼ
一
斉
に
北
条
氏
に
帰
順
し
た
上
野
国
と
は
対
照
的
な
状
況
に
あ
る
。
そ
し
て
、
織
田
氏
は
こ
う
し
た
北
関
東
の
諸
勢
力

と
の
交
信
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
東
国
観
を
抱
き
、
ど
の
よ
う
な
東
国
政
策
を
構
想
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
金
子
拓
、
青
木

裕
美
、
江
田
郁
夫
、
長
塚
孝
の
各
氏
が
報
告
す
る
。

　
さ
て
、
地
方
史
研
究
協
議
会
の
平
成
三
十
年
度
・
第
六
十
九
回（
神
奈
川
）大
会
は
、「
拠
点
に
み
る
相
武
の
地
域
史
―
鎌
倉
・
小
田
原
・

横
浜
―
」
の
共
通
論
題
で
開
催
さ
れ
た
。
現
在
の
神
奈
川
県
域
が
中
世
と
近
代
に
お
い
て
、
関
東
の
政
治
・
軍
事
・
通
商
の
各
拠
点
を
擁

し
た
こ
と
を
問
題
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
江
戸
・
東
京
を
加
え
れ
ば
、
中
世
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
「
相
武
」
の
地
域
性
が
よ

り
鮮
明
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
大
会
で
は
「
相
武
の
拠
点
性
」
に
対
置
す
べ
き
歴
史
的
地
域
概
念
が
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
た
め

か
、
議
論
が
「
神
奈
川
の
拠
点
」
か
ら
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
感
が
あ
る
。
で
は
こ
こ
で
、
鎌
倉
・
小
田
原
・
江
戸
・
東
京
・
横
浜
を
包
摂

す
る
地
域
を
「
南
関
東
」
と
言
い
換
え
て
み
る
と
し
よ
う
。
こ
れ
に
対
置
す
る
地
域
区
分
は
必
然
的
に
「
北
関
東
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。


